
                         

（別紙） 
変更事項の内容 

変更前 変更後 
５．目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 
 汚水処理施設整備交付金により、市街地を公共下水道（流域関

連）で、周辺農村地域を農業集落排水施設で整備を行い、それ以

外の区域は浄化槽の設置を推進する。 
 また、町並み保存事業により、関宿伝統的建造物の保存・修理

や散策拠点の整備を行うとともに、関宿のまつりや伝統行事であ

る亀山大市等の支援を行う。 
 
５－２ 法第４章の特例の措置を適用して行う事業 
 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了

している。 
なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面に

よる。 
 ・公共下水道：平成１２年６月に事業認可。 
 ・農業集落排水施設：平成１７年４月に国より事業採択の通知

を受けている。 
 
 ［事業主体］ 
   ・いずれも亀山市 
 ［施設の種類］ 
   ・公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽（個人設置型）

 

５．目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 
 汚水処理施設整備交付金により、市街地を公共下水道（流域関

連）で、周辺農村地域を農業集落排水施設で整備を行い、それ以

外の区域は浄化槽の設置を推進する。 
 また、町並み保存事業により、関宿伝統的建造物の保存・修理

や散策拠点の整備を行うとともに、関宿のまつりや伝統行事であ

る亀山大市等の支援を行う。 
 
５－２ 法第５章の特例の措置を適用して行う事業 
 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了

している。 
なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面に

よる。 
 ・公共下水道：平成１２年６月に事業認可。 
 ・農業集落排水施設：平成１７年４月に国より事業採択の通知

を受けている。 
  
［事業主体］ 

・いずれも亀山市 
［施設の種類］ 

   ・公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽（個人設置型） 
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変更前 変更後 
［事業区域］ 

   ・公共下水道      城跡北部、野村、布気、太岡寺

及び関第五処理分区 
   ・農業集落排水施設   坂下地区、市瀬地区 
   ・浄化槽（個人設置型） 亀山市のうち公共下水道及び農

業集落排水施設で整備する以

外の区域 
 ［事業期間］ 
   ・公共下水道      平成１７年度～２１年度 
   ・農業集落排水施設   平成１７年度～１９年度 

・浄化槽（個人設置型） 平成１７年度～２１年度 
［整備量］ 

  ・公共下水道   Φ７５～Φ３００  ３３,３００ｍ 
           マンホール形式中継ポンプ １７箇所 

・農業集落排水施設 
坂下地区     Φ１５０   ８４０ｍ 

          処理場 １式 
         マンホール形式中継ポンプ ３箇所 

市瀬地区     Φ１５０   ４００ｍ 
          処理場 １式 

            マンホール形式中継ポンプ ２箇所 
 
 
 

・浄化槽（個人設置型）  ７６１基 
なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 

 ［事業区域］ 
   ・公共下水道      城跡北部、野村、布気、太岡寺

小野及び関第五処理分区 
   ・農業集落排水施設   坂下地区、市瀬地区 

・浄化槽（個人設置型） 亀山市のうち公共下水道及び農 
                  業集落排水施設で整備する以

外の区域 
 ［事業期間］ 
   ・公共下水道      平成１７年度～２１年度 
   ・農業集落排水施設   平成１７年度～１９年度 

・浄化槽（個人設置型） 平成１７年度～２１年度 
［整備量］ 

  ・公共下水道   Φ７５～Φ３００  １９,１９０ｍ 
   単独事業              １２,５８０ｍ 
           マンホール形式中継ポンプ ２０箇所 

・農業集落排水施設 
坂下地区   Φ５０～Φ２００  ８１４ｍ 

    単独事業   Φ５０～Φ２００   ６７ｍ 
          処理場 １式 
         マンホール形式中継ポンプ ３箇所 

市瀬地区   Φ５０～Φ２００  ４８７ｍ 
単独事業   Φ５０～Φ２００   ３５ｍ 

          処理場 １式 
            マンホール形式中継ポンプ ２箇所 

・浄化槽（個人設置型）  ３７９基 
 なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 
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変更前 変更後 
公共下水道 城跡北部、野村、布気、太岡寺、関第五処理分

区で３,９４１人 
農業集落排水施設 坂下地区で９０人 市瀬地区で９０人 

  浄化槽（個人設置型） ２,３５２人 
［事業費］ 
   公共下水道      事業費    １,９８８,０００千円

           （うち、交付金   ９９４,０００千円）

               単独事業費   ５６１,０００千円 
   農業集落排水施設  事業費    ３９２,８９０千円 
            （うち、交付金 １９６,４４５千円）

             単独事業費   ３０,０００千円 
浄化槽（個人設置型）事業費    ２９８,４９7 千円 

            （うち、交付金  ９９,４９９千円）

   合計         事業費   ２,６７９,３８７千円

           （うち、交付金 １,２８９,９４４千円）

          単独事業費  ５９１,０００千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共下水道 城跡北部、野村、布気、太岡寺、小野、関第五

処理分区で２,８０４人 
農業集落排水施設 坂下地区で９０人 市瀬地区で９０人 

  浄化槽（個人設置型） １,１３７人 
［事業費］ 
   公共下水道      事業費    １,７９６,０００千円 
            （うち、交付金 ８９８,０００千円） 
               単独事業費   ６４２,０００千円 
   農業集落排水施設  事業費    ３０７,０４０千円 
            （うち、交付金 １５３,５２０千円） 
             単独事業費   ３０,０００千円 

浄化槽（個人設置型）事業費    １４６,６４１千円 
            （うち、交付金  ４８,８８０千円） 
   合計         事業費   ２,２４９,６８１千円 
           （うち、交付金 １,１００,４００千円） 
             単独事業費  ６７２,０００千円 
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